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【出題趣旨】
本問は、第1回から第7回までで学んだ問題点を複数含んだ事例をみて、どういう問題

点が含まれているのかを見抜くところに中心を置いた問題である。今の段階では、細かい

論述の精度よりも、学習したことを事例の中にどれだけ見いだせるかが重要だと考えたか

らである。

【問題の整理】
ポイント解説では、答案をどう書くかよりも、どうやって問題点を見つけ出すかに重点

を置くことにする。それは、毎回の授業において、Ｘの請求の趣旨や請求原因を確認し、

それに対するＹの反論を考えていく、という基本スタイルどおりの整理である。

(1) Ｘの請求の趣旨と請求原因

請求の趣旨：ＣとＹは本件建物から退去せよ。

請求原因；Ｘの現所有＋ＣとＹの現占有

(2) Ｙが考えるべき反論のポイント

ＣとＹの現占有は争いようがないため、Ｘが本件建物の所有権を有していることを争う

か、Ｃ（またはＹ）の占有権原を抗弁として主張するかに限られる。

(3) 具体的な反論とその当否

①Ｂの意思無能力または公序良俗違反によるＢＸ間の贈与契約の無効（3条の2、90条）

・Ｙは、Ｂは精神状態が不安定で十分な判断能力がなかったところ、Ｘは、弱ってい

たＢに執拗に迫り、移転登記に協力させた（事実6）。これは意思無能力者の贈与契

約として無効であるか、公序良俗に反する、と主張する。ただ、贈与契約当時にＹ

が意思無能力だったことを立証するのは難しく、また、ＢＸ間の贈与契約が公序良

俗に反するとの評価を基礎づける事実は足りない。

②ＡからＣに対する贈与によってＸより先に所有権を取得している（事実2）

：(a) Ｃは当時10歳で制限行為能力者であったとしても、たんに権利を得る贈与であ

ればＣ単独でも贈与契約を締結できる（民法5条1項ただし書。以下「民法」は省略）。

(b) Ｃが仮に意思無能力者であるとしても、Ｙが親権者・法定代理人（818条1項・8

24条本文）としてＣに代わって贈与を受けた。



(b) Ｘは、Ａの長女であり、相続を放棄していないから（事実6）、Ｂと共にＡを相
続しており（898条）、Ｂから贈与を受けたのは、遺産分割の趣旨である。したがっ

て、Ｂを介してＡから所有権を承継取得したＸは、177条の第三者に該当し、すでに

登記を得ているから、Ｃが仮に先に所有権を取得していたとしても、Ｘが 

←→Ｘからは次のような主張がされうる。

(a) Ｃへの贈与ではなく使用貸借であり（事実5）、Ｃは所有権を取得できないとの

主張がされうる。→③の短期取得時効

優先し、ＣはＸに所有権取得を対抗できない。

←→ＹはＸを背信的悪意者と主張することが考えられるが、Ｘは、ＡＣ間には所有

権移転がないと認識していたと主張する。Ｙは、相続放棄の説得をする際に、Ｘ

が本件建物についてのＣの所有権取得を認めており、それを否定するのは信義則

（1条2項。禁反言則）に反すると反論するが、Ｘの悪意の主張が認められるか

否かは微妙である。 →③の短期取得時効完成後の第三者の背信的悪意者性

③Ｃは本件建物の所有権を取得時効により取得している。

：162条2項の要件の充足＋時効の援用（145条）

1) 他人の物

・Ｃの占有は贈与を受けた所有者としての占有かもしれないが、時効の趣旨（長

期継続した事実の尊重。所有権取得者の立証負担の軽減）から自己の物であって

も差し支えなく（「他人の物」は典型的な例を想定した注意的な規定）、Ｘの主張

のように177条の適用によってＣがＸに負けるとすると最初から他人物であ

ったことにもなる。

2) 所有の意思をもった平穏・公然の占有

・Ｃが占有していることはＸも請求原因の中で認めている。

・所有の意思・平穏・公然は占有から推定される（186条1項）。

※Ｘは、Ｃが他主占有者であることを、他主占有事情（移転登記の欠如、固定資産税は

これまでＡやＢが支払ってきたことなど）を主張して争うだろう。Ｃは、長期にわた

ってＡやＢから所有者としての主張を受けたことがないことを主張して争う。

3) 占有開始時の善意・無過失

・善意は占有から推定される（186条1項）

・無過失は推定されないが、Ｃの占有はＡから承継していることを主張して1

88条の推定があると主張するか、有効な贈与により引渡しを受けたと信じ

ていることには過失はない、と主張する。

4) 10年間の占有の継続

・Ｃは、2010年1月末の引越しによる入居で占有を始めており（事実2。Ｃが仮

に意思無能力者であっても法定代理人Ｙを介して占有を得ている）、2021年6月現



在も占有しているので、この間は10年以上、占有が継続したと推定される（1

86条2項）。

←→Ｘは上記のとおり自主占有であることを争うほか、仮にＣが所有権を時効によ

り取得したとしても、時効完成時は2020年1月末であり、Ｘは時効完成後の第

三者である。Ｃは登記を備えていない（Ｘが登記を備えている）以上、時効取

得をＸに対抗できない、と主張する。

←→Ｃは、ＸがＹに相続放棄を説得するときに、Ｃの所有権取得の事実を認めてい

た（事実3）のみならず、CやＹが長期にわたって占有を続けている事実を知っ

ていた。のみならず、Ｙを欺いてＹにのみ相続放棄をさせ（事実5）、自分は相

続人として遺産分割として贈与を受け先に移転登記をしたと主張している。Ｘ

は、Ｃの権利取得を知りながら、不公正な手段を用いた者であり、信義則に反

し、Ｃの登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない背信的悪意者に当たるか

ら、Ｃは登記がなくても時効による本件建物の所有権の取得をＸに主張できる。

④贈与も時効取得の主張も認められなかった場合、Ｙは、Ｙの相続放棄を錯誤により取

り消し、ＹもＡの相続人であるから、ＢＸＹが協議していない遺産分割やそれに基づくＢ

Ｘ間の贈与契約は無効であり、自らもＡの相続人として相続財産について権利を有する、

と主張する。

←→たしかに、相続放棄は私法上の財産上の法律行為であり錯誤の適用可能性がある

（最判昭30・9・30民集9巻10号1491頁<LEX/DB 27002992>）。ＹはＸがＢの家業の承

継のために互いに相続放棄をしようという言を信じ、Ｘも相続放棄をするものと思

って相続放棄をした（事実6）。錯誤がなければ、相続放棄をすることはなく（主観

的因果性）、多くの人もそう考えるだろうと思われる（客観的重要性）ため、重要性

要件（95条1項柱書き）はみたされる。しかし、この錯誤は、いわゆる動機の錯誤（同

項2号）であり、Ｘに対してはともかくＢに対してＹの動機は表示されていないし

（同条2項不充足）、仮に表示されていても、相続放棄はそれぞれが自分の権利につ

いて判断するものにすぎず、他の共同相続人の行動によりその効力に影響を受ける

ものではない。それゆえ、Ｙは、錯誤により相続放棄を取り消すことができず、そ

の主張は前提を欠いて認められない。


